
  松本市役所新庁舎建設基本計画（案）に対するパブリックコメント等の意見聴取の

結果について 

 

１ パブリックコメント及び意見聴取実施日 

 ⑴ 市議会新庁舎建設特別委員会 

  令和２年１月１６日（木） 

 ⑵ パブリックコメント 

   令和元年１１月２０日（水）～１２月１９日（木） 

 ⑶ 新庁舎建設市民懇話会 

   令和元年１２月８日（日） 

⑷ 市民説明会 

   令和元年１２月５日（木）、８日（日） 

 ⑸ まつもと子ども未来委員会 

   令和元年１２月１日（日） 

 

２ 意見聴取の結果 

 ⑴ 取扱区分 

区  分 内     容 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正するもの 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれているもの 

ウ 参考とする意見 設計等の検討段階で参考とするもの 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの 

オ その他 案の内容に関する質問等 

 

 ⑵ 意見の状況（詳細は別紙１・２）                （単位：件） 

区分 議会 
パブリック 

コメント 

市民 

懇話会 

市民 

説明会 

子ども 

未来委員会 
計 

ア 反映する意見 １０ １ １０  １ ２２ 

イ 趣旨同一の意見 ４ １５ ５ １ ２ ２７ 

ウ 参考とする意見 ４ ８ ７ ２ ２ ２３ 

エ 対応が困難な意見  ２０  １１  ３１ 

オ その他 ５ ９ ２ ２  １８ 

計 ２３ ５３ ２４ １６ ５ １２１ 
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市役所新庁舎建設特別委員会での意見等の概要及び対応方針 

 

１ Ⅱ.新庁舎のあり方・導入機能に関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

１ 

２.あり方・導入機能 

⑴ 分かりやすさ・使

いやすさを実感でき

る庁舎 

デザイン性にとらわれすぎない

こと。「分かりやすさ・使いやすさ」

を優先した庁舎としてほしい。 

 

【イ 趣旨同一の意見】 

 「⑴ 分かりやすさ・使いや

すさを実感できる庁舎」の実

現に向け、取り組んでいます。 

２ 

２.あり方・導入機能 

⑹ リスクに備える庁

舎 

長野県の１０００年に１回程度

の降雨に対応する浸水想定区域図

に基づく浸水対策を検討された

い。 

【ア 反映する意見】 

松本市では、１０００年に

１回程度の降雨に対応するハ

ザードマップを来年度作成予

定であるため、その内容を考

慮して設計を進めることを追

記します。 

３ 

２.あり方・導入機能 

⑺ 世代を超えて受け

継がれていく庁舎 

省エネ技術の導入を積極的に進

められたい。 

 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.29の「・ＺＥＢ（ゼロ・

エネルギー・ビル）の検討」、

p.30 の「環境負荷軽減のフラッ

グシップ」にその旨を記載し

ており、積極的に進めます。 

４ 

２.あり方・導入機能 市民意見が最も反映された項目

は何か。 

 

【オ その他】 

あらゆる項目に反映しまし

た。特に挙げるとすれば、「⑴ 

分かりやすさ・使いやすさを

実感できる庁舎」、「⑵ 松本城

と共に時を刻む庁舎」、「⑺ 世

代を超えて受け継がれていく

庁舎」です。 

 

２ Ⅲ.建設地の敷地条件に関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

５ 

３.法規制、上位計画

の与条件整理 

⑴ 敷地 

地権者に丁寧に説明し、ご理解を

いただきながら事業を進められた

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 地権者の皆様には、事業計

画について、引き続き丁寧な

説明と対応に努めます。 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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３ Ⅳ.新庁舎の規模設定に関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

６ 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

庁舎の規模設定に当たっての組

織の集約の考え方を記されたい。 

 

【ア 反映する意見】 
来庁者の皆様の分かりやす

さ、組織運営の効率性等を考

慮して、本庁には必要な機能

を集約しつつ、ＩＣＴ技術を

活用して提供するサービスの

充実を図りながら、支所・出

張所等の地域の身近な行政サー

ビス窓口は継続し、本庁が支

えていく考え方を追記しま

す。 

７ 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

ア 新庁舎に配置する

職員数の想定 

将来の職員数や働き方の変化を

想定し、新庁舎の規模を再検討され

たい。 

【ア 反映する意見】 

 新庁舎の規模計算の基とな

る配置職員数について、近年

の行政ニーズやそれに伴う職

員数の傾向を踏まえ、今後の

ＩＣＴ技術の進展等を視野に

入れ、再検討しています。 

８ 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

ウ 新庁舎のスペース 

大きく増床する市民スペースや

共用部について、もう少し具体的に

示されたい。 

 

【ア 反映する意見】 

 p.38 の表中の規模の考え方

に具体的な説明を追記しま

す。 

９ 

建設目的の一つが、狭あい化の解

消であり、執務室についても、適切

な規模の面積を確保する必要があ

る。 

【ウ 参考とする意見】 

 現状の一人当たり面積を基

本に、文書管理の徹底による

文書量の削減、ペーパーレス

化やユニバーサルプランの採

用等により、執務スペースの

効率化を図ります。 

10 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

ウ 新庁舎のスペース 

一部の課で試験的に導入した、ペー

パーレス化やユニバーサルプラン

等の新しい働き方を、他の職場でも

試してみてはどうか。 

 

【ウ 参考とする意見】 

 他の職場でも試験導入しな

がら、それぞれの職場の特性

に合った整備方法を検討して

いきます。 

11 

新庁舎建設事業において、公共施

設総合管理計画との整合性はどの

ように図るのか。 

【ウ 参考とする意見】 

 公共施設総合管理計画につ

いては、庁舎単体ではなく、

市が所有する施設全体として

対応します。 

市庁舎については、過大な

面積とならないよう、必要十

分な機能を積み上げ、適切な

規模の庁舎とします。 
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12 

「行政サービスや組織のあり方

を見直す」としていた構想の考え方

を基本計画にも示すべき。 

 

【ア 反映する意見】 

 p.39の「⑤ その他」に基本

構想と同様、新庁舎建設を行

政サービスや組織の在り方を

見直す機会としていく旨を追

記します。 

 

４ Ⅸ.新庁舎整備事業スキームに関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

13 

１.事業方式 事業スキームの検討の経過を示

されたい。 

【ア 反映する意見】 

 p.49の「Ⅸ.新庁舎整備事業

スキーム」に、「ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ導入可能性調査」について追

記します。 

14 

２.事業方式の検討 

⑴ 定性的評価 

各事業方式のデメリットについ

てもしっかり記述されたい。 

 

【ア 反映する意見】 

 p.50の表に追記します。 

 

５ Ⅹ.概算建設事業費に関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

15 

２.建築工事単価 Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ手法に係る

経費の上乗せ率の根拠を示された

い。 

【ア 反映する意見】 

 事業者調査回答を参考にし

ている旨、p.51に追記します。 

16 

３.概算建設事業費 コスト縮減を検討されたい。 

 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.51に記載のとおり、可能

な限りのコスト節減に努めま

す。 

17 

概算建設事業費の算出方法は、一

定の納得ができるが、一層の精査に

努められたい。 

【ア 反映する意見】 

 コスト節減に努めるととも

に、概算建設事業費について

引き続き精査する旨を追記し

ます。 

18 

４.財源 財源の見通しを示されたい。 

 

【ア 反映する意見】 

 完成するまでの７年間に、

概算建設事業費の半分程度の

基金積立てを進める旨、「⑴ 

基金の活用」に追記します。 
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６ Ⅺ.事業スケジュールに関する意見 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

19 

３.事業スケジュール 

⑵ 事業スケジュール

設定における条件な

ど 

１期建替えの場合、仮事務スペー

スが過度に分散し、市民の利便性が

著しく低下することを懸念する。 

【ウ 参考にする意見】 

仮事務スペースについて

は、市民の皆様の利便性に配

慮して今後の検討を進めま

す。 

20 

仮事務スペースの候補を聞きた

い。 

【オ その他】 

現在、候補施設の検討を始

めた段階であり、調整が進ん

だ後、然るべき時期にお示し

します。 

21 

移転後の博物館建物を仮事務ス

ペースとして利用してはどうか。 

【オ その他】 

 建物、設備ともに老朽化が

進んでいますが、利用の可能

性を検討します。 

22 

基本設計の発注方針は。 【オ その他】 

p.54の「〇 基本設計」に

記載のとおり、基本設計を先

行する設計・施工一括発注方

式を採用する方向で検討して

います。 

23 

基本設計者は、どのように選定す

るのか。 

【オ その他】 

基本設計者の選定方法等に

ついては、公平性・透明性の

確保を念頭に、今後、検討を

進めます。 

 



1 

 

市民意見等の概要及び対応方針 

 

１ Ⅰ.基本事項の整理に関する意見 

⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

１ 

４.まちづくりにおけ

る役割 

新庁舎の建物としての機能

だけではなく、外部との関係

性を記載することを検討され

たい。 

【ア 反映する意見】 

まち全体で多様な都市機能を備

えたまちづくりを進めるとした

「松本城三の丸地区整備基本方

針」に基づく旨を追記し、新庁舎

は、重要な都市機能として、まち

づくりの上でも重要な役割を担う

拠点であることを明記します。 

２ 

５.上位・関連計画の

整理 

三の丸のまちづくり、内環

状北線を含む交通ネットワー

ク等も盛り込んだ設計条件を

示して欲しい。 

【ア 反映する意見】 

「Ⅰ.基本事項の整理」に、「松

本城三の丸地区整備基本方針」を

追記します。 

 

 ⑵ 市民説明会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

 ３.基本構想に定

めた事項 

⑷ 建設場所 

 現地建替えに反対 【エ 対応が困難な意見】 

建設場所は、市民等の提案に耳

を傾け、適切なプロセスを経て現

在地に決定しています。 

また、広報まつもと、市公式ホー

ムページ・ＳＮＳへの記事掲載、

市民説明会の開催、マスコミ発表

等、あらゆる手段を用いてお知ら

せしてきましたが、引き続き周知

に努めます。 

３ 

 ・現市長が退任するのだから、

新庁舎建設事業を凍結すべ

き。 

４ 
・建設場所は、松本の一等地

である。 

５ ・建設場所の決定が拙速 

６ 
・建設場所の検討経過が市民

に伝わっていない。 

７ 
・場所だけが先行して決定し

ているのはおかしい。 

８ 
・建設候補地の比較をしてい

るのか。 

９ 
・浸水が想定されるエリアに

建設すべきではない。 

10 

・場所のような大事なことは、

市民全体の声を聴くべきであ

り、説明会を市内全地区で開

催してもらいたい。 

11 

 現地建替えに賛成。 

建設場所は、議会での協議を経

て決定したものであり、適正なプ

ロセスを踏んでいる。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.1の「これまでの検討の経

過」に記載のとおり、市議会議員

協議会に協議し、了承を受けた上

で建設計画を進めています。 

別紙２ 
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⑶ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

12 

３.基本構想に定

めた事項 

⑴ 現在の庁舎が

抱える問題点等 

有利な補助金等もなく、耐震補

強工事や増築をしたばかりの庁舎

を建て直す必要はない。 

【エ 対応が困難な意見】 

耐用年数の目安となる６０年

を迎え、来庁者の皆様の安全・

安心を確保するため、庁舎の建

替えが必要です。 

 
３.基本構想に定

めた事項 

⑷ 建設場所 

現地建替えに反対 【エ 対応が困難な意見】 

建設場所は、市民等の提案に

耳を傾け、適切なプロセスを経

て現在地に決定しています。 

また、広報まつもと、市公式

ホームページ・ＳＮＳへの記事

掲載、市民説明会の開催、マス

コミ発表等、あらゆる手段を用

いてお知らせしてきましたが、

引き続き周知に努めます。 

13 

 ・松本城に近接する場所に大規

模建物は不釣り合い。堀ととも

に公園にするのが相応しい。 

14 ・松本城の隣地にそぐわない。 

15 
・郊外の広い場所に建設して欲

しい。 

16 

・建設場所の決定過程に不備が

ある。他の候補地との比較結果

を示し、意見を聴取すべき。 

17 
・現地は松本城関連や、観光客

向け施設として欲しい。 

18 

・現地は「松本城内・三の丸」

の歴史に相応しい場所として

活用すべき。 

19 

・世界遺産登録や防災の観点か

ら本庁は松本合同庁舎近辺に

設置すべき。 

20 
・史跡の松本城と総堀の一体化

が必要 

21 

・現庁舎敷地は、敷地面積や周

辺空間が狭く、周辺交通の混雑

や道の狭さも相まって適地で

はない。 

22 

・浸水が想定されるエリア。想

定を超える雨量となる可能性

がある。 
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23 

現地建替えは、昔から松本市に

住む身としては分かりやすくてあ

りがたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

三の丸地区では、「松本城内」

であることを意識し、まち全体

で多様な都市機能を備えたまち

づくりを進めています。その中

で、まちづくりの上でも重要な

役割を担う拠点として、松本城

をはじめとする、松本を象徴す

る周辺の景観と調和し、新たな

シンボルとして、周辺の価値を

さらに高める新庁舎とします。 

24 

現地は市の中心として市民に定

着していて、交通インフラも整っ

ていて行きやすい。現地建替えに

賛成 

25 

松本城があるからこそ、この場

所に建設すべき。明治以降、100

年以上に渡り、三の丸は中心地と

して新しい場を創りあげ、既に歴

史を刻んでいる。 

国宝松本城と並ぶことに劣らな

い新庁舎が建設され市民にとって

未来に遺せる庁舎として欲しい。 

26 

３.基本構想に定

めた事項 

⑷ 建設場所 

５.上位・関連計画

の整理 

城下町にふさわしい歴史的・伝

統的町並み景観の保全等が示され

ている「都市計画マスタープラン」

と、現地建替えとの整合性はとれ

ているのか。 

【オ その他】 

 各種上位計画・関連計画に沿

った建設計画としています。 

松本城公園との連続性を意識

し、新旧の融合する景観を形成

します。 

 

２ Ⅱ.新庁舎のあり方・導入機能に関する意見 

⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

27 

⑴ 分かりやすさ・使

いやすさを実感でき

る庁舎 

窓口部門の職員、特に若手

の意見をしっかり聞いて進

めてもらいたい。 

【ウ 参考とする意見】 

今後も職員の意見聴取を継続

し、設計に生かしていきます。 

28 

類似項目を並べる等、市民

に分かりやすく整理された

い。 

【ア 反映する意見】 

見出しやその並び順を見直しま

す。 

29 

ユニバーサルデザインを

実践されたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.17に記載の「・ユニバーサル

デザインと障がい者への合理的配

慮」のとおり実践します。 

30 

色分けによる表示等は、色

覚の個人差に配慮して進め

られたい。 

【ア 反映する意見】 

色覚障がい者に配慮した色分け

にする旨を記載します。 

31 

⑵ 松本城と共に時を

刻む庁舎 

新庁舎と松本城を一体的

に捉えて整備してもらいた

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.20に記載の「⑵ 松本城と共

に時を刻む庁舎」の考え方に基づ

き、事業を進めます。 
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32 

眺望施設等について、具体

的な記載をされたい。 

【ア 反映する意見】 

具体的な施設の検討は設計の段

階となりますが、眺望を楽しめる

空間整備について記載します。 

33 

⑶ コミュニケーショ

ンが芽生える庁舎 

市議会においても議会施

設について、市民の意見を聞

くプロセスを検討されたい。 

【ウ 参考とする意見】 

市民懇話会意見として議会に伝

えました。 

34 

⑷ コンパクト＋ネッ

トワーク型の庁舎 

ＩＣＴ技術の導入効果が

高まるよう、仕事の仕方の見

直しを併せて行う必要があ

る。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.23に記載の「・デジタルファー

スト」や「・ペーパーレス化の推

進」を実践し、新庁舎建設事業を

機会と捉え、事務改善を進めます。 

35 

⑹ リスクに備える庁

舎 

長野県発表の１０００年

に１回程度の降雨への対応

を記されたい。 

【ア 反映する意見】 

松本市では、１０００年に１回

程度の降雨に対応するハザードマッ

プを来年度作成予定であるため、

その内容を考慮して設計を進める

ことを追記します。 

36 

想定外の災害でも十分に

機能するよう備えてもらい

たい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.27の「⑹ リスクに備える庁

舎」に示す機能を備えます。 

37 

⑺ 世代を超えて受け

継がれていく庁舎 

地域の木材を構造材とし

て利用してもらいたい。 

【ウ 参考とする意見】 

構造材については、設計の段階

で検討を進めます。 

38 

ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー

・ビル）は、「検討」よりも

もう一歩踏み込んだ表現と

されたい。 

【ア 反映する意見】 

「ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・

ビル）の実現」とします。 

   

⑵ 市民説明会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

39 
２.あり方・導入機能 

⑵ 松本城と共に時を

刻む庁舎 

展望スペースの設置につ

いて具体的に言及すべき。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な施設等については、基

本計画の次の工程となる設計の段

階で検討します。 

ご意見は、設計を進める上で参

考といたします。 

40 

開庁時間外でも自由に出

入りできる展望スペースを

設置して欲しい。 

 

 ⑶ まつもと子ども未来委員会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

41 

⑴ 分かりやすさ・使

いやすさを実感でき

る庁舎 

子どものためのスペース

があった方がよい。 

【ウ 参考とする意見】 

設計の段階で検討します。 
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42 

⑵ 松本城と共に時を

刻む庁舎 

松本らしさとして、イメー

ジカラーの緑を取り入れて

欲しい。 

【ウ 参考とする意見】 

松本市には多面的な特徴からイ

メージされる色が複数あるため、

色を使い分けています。今後、設

計を進める上で検討します。 

43 

⑶ コミュニケーショ

ンが芽生える庁舎 

市民同士や市民と職員の

交流スペースがあった方が

よい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.21の「・協働を育む交流スペー

ス」として確保します。 

44 

⑸ 新たな時代のオフ

ィスのモデルとなる

庁舎 

⑹ リスクに備える庁

舎 

現庁舎は、廊下等、市民も

利用するスペースにキャビ

ネット等の物品が置かれて

いて、とても危ない。また、

セキュリティ面も心配 

【ア 反映する意見】 

セキュリティ確保や災害発生時

の安全確保の観点から、廊下等の

共用部にはキャビネット類を設置

しない旨、記述します。 

また、執務室内に施錠可能な収

納庫を設置し、文書類の適切な管

理を徹底します。 

45 

⑺ 世代を超えて受け

継がれていく庁舎 

松本らしさとして、木材を

利用して欲しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.29 の「・自然素材の積極的な

活用」に、地域の木材を内外装に

活用する旨、記載しています。 

 

 ⑷ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

46 

２. あり方・導入機

能 

 

「岳都」、「楽都」、「健康寿

命」等を目指し実践すること

を象徴する庁舎であって欲

しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.17以降の「あり方・導入機能」

の趣旨に基づき、庁舎建設を進め

ます。 

47 

⑵ 松本城と共に時を

刻む庁舎 

総堀や土塁を庁舎の借景

として違和感なく生かして

欲しい。 

【ア 反映する意見】 

 p.20 の「・新旧の融合する空間

の創出」に追記します。 

48 

松本の歴史・文化を市民の

誇りとして大切に守る拠点

になるような庁舎にして欲

しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.20 の「・新旧の融合する空間

の創出」に基づき、歴史的資産や

取り巻く緑を可能な限り保全・活

用しながら庁舎建設を進めます。 

49 

天候に関係なく運動がで

きて、健康寿命延伸につなが

るような機能を付け加える

ことを考えて欲しい。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な施設等については、基

本計画の次の工程となる設計の段

階で検討します。 

ご意見は、設計を進める上で参

考といたします。 
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50 

福利厚生の観点から食堂

を設置し、観光客や市民利用

を考慮し、展望レストランに

してはどうか。 

51 

駐車場はコンクリートで

固めず、自然環境に配慮した

工夫をして欲しい。 

52 

松本城・アルプスの眺望と

あるが、市民はそれを望んで

いるのか。 

【オ その他】 

基本構想や基本計画（案）の作

成に際し、多くの市民の皆様の声

をお聞きし、反映しています。 

53 

「地域の発展に貢献する

庁舎」（基本構想内記載）と

あるが、具体的に何が発展す

るのか。 

【オ その他】 

人々の交流、にぎわいの創出や

周辺の価値をさらに高める景観形

成等が発展するものと考えていま

す。 

54 

松本城を訪れる人が憩え

るスペースがあると良い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.20の「・多目的に利用できる

憩いの屋外空間」として確保しま

す。 

55 

お城やアルプスの景観と

調和した、市民も観光客も利

用できる建物を建てて欲し

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.20 の「・松本城・アルプスの

眺望」や「・周辺と調和した景観

の形成」の趣旨に含まれます。具

体的な施設については、設計の段

階で検討します。 

56 

⑶ コミュニケーショ

ンが芽生える庁舎 

市民ギャラリースペース

等、市民が利用できる文化創

造の空間を確保して欲しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.21の「・協働を育む交流スペー

ス」として確保します。 

57 

⑷ コンパクト＋ネッ

トワーク型の庁舎 

支所・出張所で全ての手続

きを完了できるよう、ハード

だけなくソフト面の整備を

お願いしたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.23 の「・身近な市民窓口を継

続して行政サービスを提供」に基

づき、来庁者の皆様の分かりやす

さ、組織運営の効率性等を考慮し

て、本庁に必要な機能を集約しつ

つ、ＩＣＴ技術を活用して身近な

市民窓口で提供するサービスの充

実を図ります。 

58 

窓口サービス等はネット

ワーク技術に対応して簡素

化すべき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.23の「・デジタルファースト」

として、積極的に導入します。 
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59 

⑷ コンパクト＋ネッ

トワーク型の庁舎 

⑸ 新たな時代のオフ

ィスのモデルとなる

庁舎 

５ＧやＸＲ（※）等の技術が

普及することを考えると、地

理的要因になるべく縛られ

ない働き方ができる庁舎と

すべき。 

※ＸＲ…Extended Reality 

仮想現実（VR）、拡張現実（AR）

等の技術の総称 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.23の「・デジタルファースト」、

p.24 の「・ＩＣＴ技術の活用によ

る連携強化」、p.25の「・ＡＢＷに

よる生産性の向上」等の趣旨に含

まれます。本庁にとらわれない遠

隔地勤務の可能性について、さら

なる検討を進めます。 

60 

⑹ リスクに備える庁

舎 

電子化と専用回線等を利

用し、高速で高セキュリティ

なネットを形成すべき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.28 の「・高度なセキュリティ

の確保」に基づき、今後具体的な

手法を検討します。 

61 

⑺ 世代を超えて受け

継がれていく庁舎 

建設費の増加があったと

しても、ランニングコストを

抑えた、温暖化対策（省エネ）

に資する庁舎を建設して欲

しい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.30の「・環境負荷軽減のフラッ

グシップ」に記載のとおり、環境

の保全及び創造を推進する環境都

市として、多様な環境負荷軽減技

術を導入します。 

 

３ Ⅲ.建設地の敷地条件に関する意見 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

62 

３.その他の留意点 

⑶ 市道１０９５号線

の取扱い 

周辺道路について、廃止を

含めた取扱いの見直しがで

きないか。 

【ウ 参考とする意見】 

周辺の市道は、古くからの町割

りを示す道路であること等から、

維持することとしました。今後、

新庁舎建設事業と併せて、立地に

相応しい道路の整備を検討しま

す。 

63 

３.その他の留意点 

⑷ 文化財等の保護 

国宝松本城の世界文化遺

産登録に向けた取組みにつ

いて、市民に分かりやすく説

明されたい。 

【ウ 参考とする意見】 

様々な機会を捉え、分かりやすく

丁寧に説明します。 

 

 ⑵ 市民説明会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

64 

・ 

65 

３.その他の留意点 

⑷ 文化財等の保護 

新庁舎建設が、世界文化遺

産登録に影響を及ぼすと考

える。 

（同様意見あり 計２件） 

【オ その他】 

近世城郭の天守群での世界文化

遺産登録を目指しており、その資

産価値に直接影響を及ぼすことは

ありませんが、世界遺産周辺環境

に相応しい整備を進めます。 
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⑶ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

66 

３.その他の留意点 

⑷ 文化財等の保護 

現在の東庁舎南側の土塁

遺構は必ず保存すること（遺

構を跨ぐ形も可）。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 p.36 に記載の「東庁舎に隣接す

る総堀や土塁をはじめとする、歴

史的な資産や緑を可能な限り保

全・活用」しながら、庁舎建設を

進めます。 

 

４ Ⅳ.新庁舎の規模設定に関する意見 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

67 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

ア 新庁舎に配置する

職員数の想定 

将来の職員数の想定につ

いて、考え方を示されたい。 

【ア 反映する意見】 

近年の行政ニーズやそれに伴う

職員数の動向を踏まえた考え方を

記述します。 

68 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

ア 新庁舎に配置する

職員数の想定 

新庁舎に配置する職員数

については、組織再編等によ

り、原案より少なくする方向

で調整してもらいたい。 

【ア 反映する意見】 

近年の行政ニーズやそれに伴う

職員数の傾向を踏まえ、今後のＩ

ＣＴ技術の進展等を視野に入れ、

再検討しています。 

69 

２.駐車場の規模 敷地のゆとり、周辺景観と

の調和を考えると、敷地内に

必ずしも全ての駐車場を設

置しなくてもよい。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な土地利用・配置計画は

設計の段階で検討します。ご意見

は今後、設計を進める上で参考と

します。 

 

 ⑵ 市民説明会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

70 

２.駐車場の規模 来庁者駐車場は、観光客も

利用するので台数を増やし

たほうが良い。 

【エ 対応が困難な意見】 

駐車場の規模は、ゲート供用開

始以降、入庫台数が最も多かった

月の平均台数に基づき、適正規模

を算出しました。 
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⑶ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

71 

１.新庁舎の規模 

⑴ 新庁舎の規模設定

の考え方 

 

人口減やＩＣＴ・ＡＩの進

展により職員数の減少が見

込まれる中、現状の職員数に

基づき算出した規模は、適正

でないので、縮小を検討され

たい。 

【ウ 参考とする意見】 

新庁舎の規模は、現状を踏まえ、

ユニバーサルデザインや近年頻発

する災害への対応等の必要な機能

を積み上げて算定しました。 

 なお、規模計算の基となる配置

職員数について、再検討をしてい

ます。 

72 

市民交流拠点としての機

能は小規模かつフレキシブ

ルなものとし、新庁舎の規模

を小さくすべき。 

【エ 対応が困難な意見】 

 基本構想や基本計画（案）の作

成に際し、多くの市民の皆様の声

をお聞きし、必要な機能を積み上

げて算定しました。 

73 

現庁舎よりも縮小し、支

所・出張所に各課を移転した

ほうがよい。 

【エ 対応が困難な意見】 

 来庁者の皆様の分かりやすさ、

組織運営の効率性等を考慮して、

本庁には必要な機能を集約しつ

つ、ＩＣＴ技術を活用して提供す

るサービスの充実を図りながら、

支所・出張所等の地域の身近な行

政サービス窓口は継続し、本庁が

支えていく考えとしています。 

74 

新庁舎には中枢部門だけ

を配置し、他の部門は分散さ

せるべき。 

75 

規模を縮小させて現地に

建替え、できるだけ機能を市

内各所に分散させるべき。 

76 

リスク管理の点から、組織

を集約するのではなく、分散

させるべき。 

77 

三の丸の歴史性を重視し、

市長関連や議会関連機能は

残しつつ、人口減少や高齢化

への対応の視点から、それ以

外の部署は分散配置するこ

とが望ましい。 

78 

市役所機能を分散させる

べき。よって、規模が縮小す

る新庁舎の環境対策（コジェ

ネレーション）は最小限とす

べき。 

79 

災害対策本部機能は必要

だと考えるが、常時必要なも

のではないので、他スペース

と兼ねられるような工夫を

お願いしたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.38表中に示した規模の考え方

の趣旨に含まれます。平時は、災

害対策本部の諸室を会議室として

利用する等、効率的に運用します。 
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80 

２.駐車場の規模 

 

現状の駐車場は狭く、計画

（案）の駐車場規模も十分で

はない。台数を増やしたほう

が良い。 

【エ 対応が困難な意見】 

 駐車場の規模は、ゲート供用開

始以降、入庫台数が最も多かった

月の平均台数に基づき、適正規模

を算出しました。 

81 

３.駐輪場の規模 

⑶ 留意事項 

効率的な収納のためにサ

イクルツリーの採用を検討

してみてはどうか。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な施設等は設計の段階で

検討します。ご意見は、今後、設

計の段階で参考とします。 

 

５ Ⅴ. 土地利用・配置計画 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

82 

１.土地利用 設計与件として、松本城二

の丸のメインゲートである

太鼓門前に位置することを

明記すべき。 

【ア 反映する意見】 

太鼓門と向かい合う立地を生か

した土地利用とすることを記載し

ます。 

 

⑵ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

83 

２.配置パターン 

 

市道の東西の一方を建物、

他方を駐車場とすることも

可能ではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な土地利用・配置計画は

設計の段階で検討します。ご意見

は今後、設計を進める上で参考と

します。 

 

６ Ⅸ. 新庁舎整備事業スキーム 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

84 

２.事業方式の検討 

⑶ 事業スキーム 

発注者や市民の意見を反

映しやすい方法として、基本

設計先行型の設計・施工一括

発注方式を採用されたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

p.54の「〇 基本設計」に記載

のとおり、ご意見の方式を採用す

る方向で検討しています。 

 

 ⑵ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

85 

２.事業方式の検討 著名な建築家に設計を依

頼し、他都市にないような建

築物にして欲しい。 

【オ その他】 

設計業務の発注方法等について

は、今後、検討を進めます。 

86 

２.事業方式の検討 

⑶ 事業スキーム 

設計業者の選定と、その選

考委員の選定過程で透明性

を持ったプロセスを踏んで

欲しい。 

【ウ 参考とする意見】 

 基本設計業者選定及び選考過程

については、公平性・透明性の確

保に努めます。 
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87 

設計施工業者選定に当た

り、地元活性化の観点から、

地元業者の参画についても

考慮して欲しい。 

【ウ 参考とする意見】 

 地元活性化は非常に重要な観点

であると認識しており、ご指摘の

点を考慮した選定手法について、

今後、具体的な検討を進めます。 

 

６ Ⅹ．概算建設事業費に関する意見 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

88 

３.概算建設事業費 仮庁舎に係る費用は、いつ

示されるか。 

【オ その他】 

現在、候補施設の検討を始めた

段階であり、調整が進んだ後、然

るべき時期にお示しします。 

 

⑵ 市民説明会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

89 

３.概算建設事業費 基本計画（案）には、含ま

れていない経費があり、概算

事業費とは言えない。 

【エ 対応が困難な意見】 

総事業費の内、特に大きな部分

を占める建設工事費等を概算建設

事業費としてお示ししたもので

す。 

90 

新庁舎建設工事費は、記載

の額よりも高くなるのでは

ないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

設計前の段階であることから、

近年の他市の事例や事業者への調

査結果を参考に建設単価を設定

し、概算建設事業費として算出し

ました。 

 

 ⑶ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

91 

３.概算建設事業費 そもそも規模が大きすぎ

るため、建設事業費は、適正

でない。 

今後更に高くなるのでは

ないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

新庁舎の規模は、現状を踏まえ、

ユニバーサルデザインや近年頻発

する災害への対応等の必要な機能

を積み上げて算定しました。 

建設事業費は、設計前の段階で

あることから、近年の他市の事例

や事業者への調査結果を参考に建

設単価を設定し、概算建設事業費

として算出しました。 
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92 

他にも大型事業が控える

中、巨額な財政負担に耐えら

れるのか。 

【オ その他】 

これまで健全財政の堅持に努め

てきた結果、財政は安定しており

ますので、今後の市政運営に大き

な影響が生じることはなく、財政

負担に耐えられるものと捉えてお

ります。 

今後も財政負担軽減に向け、可

能な限りコスト節減に努めます。 

 

７ Ⅺ.事業スケジュールに関する意見 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

93 

３.事業スケジュール 

⑵ 事業スケジュール

設定における条件な

ど 

仮庁舎を極端に分散して、

著しい市民サービスの低下

を招かないよう留意された

い。 

【ウ 参考とする意見】 

仮事務スペースについては、市

民の皆様の利便性に配慮して今後

の検討を進めます。 

 

８ その他の意見 

 ⑴ 市民懇話会 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

94 

その他 長野県の「気候非常事態宣

言（２０５０カーボンゼロへ

の決意）」と同様の宣言をし

てはどうか。 

 今後の市の姿勢として、低炭素

化に向けた取り組みを検討しま

す。 

 

⑵ パブリックコメント 

No. 項目 意見等の概要 対応方針 

95 
その他 

 

市街地は、一方通行や観光

客用駐車場が多く不便 

市政へのご意見として伺いま

す。 

96 

建設中や完成後の渋滞対

策を提示する必要があるの

ではないか。 

97 

堀を再編し、遊水池の機能

を持たせることを検討すべ

き。対象河川は大門沢川と紙

漉川 

98 

共創スペースは、ハード面

の整備だけでなく、多分野に

わたって協働推進を経験し

た外部ファシリテーターに

参画してもらう等、ソフト面

の工夫をお願いしたい。 

新庁舎供用開始後の取組みに向

けたご意見として参考とします。 

 


